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KLab 株式会社との業務提携に関するお知らせ 
 

株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：森田 知治 以下、ブロッコリー）は、

平成 28年 1月 8日開催の取締役会におきまして、KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長： 

真田 哲弥 以下、KLab社）との業務提携について決議し、同日付で契約を締結いたしました。第一弾サー

ビスとして新規スマートフォン向けゲームアプリの共同開発を開始いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

1．業務提携の理由及び内容等 

（1）スマートフォン向けゲームアプリの共同開発、運営 

 ブロッコリーの保有する IP（知的財産・キャラクター）と、KLab社の技術力を活かしたスマートフォン

向けゲームアプリの共同開発、運営を行うべく、業務提携について合意いたしました。 

KLab 社は、スマートフォン向けアプリを中心にモバイルオンラインゲームの企画、開発事業を展開して

おります。今回の提携によりまして、KLab社が保有する独自のアプリ開発技術及び、ヒットアプリを運営

するノウハウと、当社のコンテンツを融合することが可能となり、より音楽性やゲーム性を追求した顧客満

足度が高いゲームアプリをリリースすることを目指してまいります。 

 

（2）関連事業の協力関係 

両社の関連事業（プロモーション、イベント運営等）においても、相互に協力関係を構築してまいります。 

 

2．業務提携の相手先の概要 

KLab社は、平成 12年の設立から今日に至るまで、常に新しいことに挑戦し、新陳代謝し続けることで発

展・成長し、現在はスマートフォン向けアプリを中心にモバイルオンラインゲームの企画・開発を中心に手

掛ける東京証券取引所・市場第一部上場企業です。また、海外 4拠点に現地法人を設立し、日本国内のみな

らず海外各国へも積極的にゲームを提供するなど、グローバル展開を加速しております。 

現在は、イベント事業・ライセンス事業の子会社を設立し幅広く事業展開をしております。 

(1)名称 KLab株式会社   （ 東京証券取引所・市場第一部(3656) ） 

(2)所在地 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 真田 哲弥 

(4)事業内容 モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用 

(5)資本金 45億 4,645万円（平成 27年 9月末現在） 

(6)設立年月日 平成 12年 8月 1日 

(7)大株主及び持株比率 真田 哲弥：10.95％（平成 27年 6月末現在） 

(8)上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 同上 

取引関係 同上 

関連当事者への該当状況 同上 



(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態（単位：千円。特記しているものを除く。） 

決 算 期  平成 24年 8月期 平成 25年 12月期 平成 26年 12月期 

連 結 純 資 産  2,976,427 4,007,397 9,075,873 

連 結 総 資 産  5,391,275 8,697,635 12,731,335 

１株当たり連結純資産（円） 119.36 124.07 249.71 

連 結 売 上 高  15,209,816 20,993,462 21,374,646 

連 結 営 業 利 益 2,810,663 △1,223,523 2,163,572 

連 結 経 常 利 益 2,819,671 △941,847 2,564,028 

連 結 当 期 純 利 益  1,622,501 △2,563,825 1,793,239 

１株当たり連結当期純利益（円） 63.78 △93.58 52.15 

１株当たり配当金（円） ― ― ― 

（注）１ 当該会社は平成 25年 12月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前である平成 24年 12

月期の経営成績及び財務状態については単体決算数値を記載しております。 

２ 当該会社は平成 24年 11月 28日開催の定時株主総会決議により、決算期を８月 31日から 12月 31

日に変更しております。従って、平成 25年 12月期は平成 24年 9月 1日から平成 25年 12月 31日

までの 16ヶ月間となっております。 

 

 

3．日程 

(1)取締役会 平成 28年 1月 8日 

(2)契約締結日 平成 28年 1月 8日 

 

4．今後の見通し 

 本件が当社平成 28年 2月期通期業績に与える影響につきましては現在精査中でありますが、今後、公表

すべき事項が発生しましたら、速やかにお知らせいたします。 

  

以     上 


